
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（株）高齢社に、お任せください。 

 
定年退職者に「働く場」と「生きがい」を。 
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継続雇用に際して、こんな悩みはございませんか？ 
▲新たな前例をつくることになるため、慎重にならざるを得ない。 
▲部門ごとに条件やニーズに差があるため、統一的な基準をつくるのは難しい。 
▲今後、仕事量が減ってきたときの対応策が悩ましい。 
▲季節ごとの仕事量の変動が激しく、オフピークには与える仕事を探す必要がある。できれ

ば多忙期だけ雇用したい。 
▲就業規則の変更、雇用契約書の作成・締結などの手間がたいへん。 

御社の悩みを一挙に解決！ 
●当社の登録社員として御社に派遣することにより、就業規則の変更や雇用契約書の作成、

労働条件の交渉などの手間から解放されます。 
●特定のスキルをもつ人材の活用やピーク時のみの就労、契約期間の調整なども自由に行な

えます。 
●固定的な雇用延長制度に縛られず、低コストで、柔軟に、高品質な労働力の活用が図れま

す。 
●「慣れた職場で継続就労できる」「年金併用も考慮に入れ、無理なく働ける」「万一のとき

は、他の就労先の紹介を受けることができる」など、社員の皆さまも安心。 

高齢社 
定年を 
迎えた 
社員さま 

登録 

派遣契約 

就労先職場 

派遣 

御 社 

将来、御社の都合で継続就

労ができなくなったとき

も、高齢社にて、それぞれ

の経験や保有技能を活か

せる就労先を斡旋。 
将来 

定年退職者の継続雇用でお悩みの経営者の皆さま 


